
流通経済大学公的研究費不正防止計画書

（制定　令和４年10月１日）

流通経済大学（以下「本学」という。）は、文部科学大臣決定による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」を踏まえ公的研究費の適正な運営・管理を行うため、研究費等の取扱いに関する本学の基本方針に基づ

き、別表の通り不正防止計画を策定する

　

不正防止計画に記載する用語の定義

　

ガイドライン：文部科学大臣決定による「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和３

年２月１日改正)

　

基本方針：「流通経済大学における研究費等の取扱いに関する基本方針」

不正防止等に関する規程：「流通経済大学における研究費等に係る不正使用の防止等に関する規程」

　

事務取扱要領：流通経済大学による「科学研究費助成事業（科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金）事務取扱要領」

　

行動規範：「流通経済大学における研究者の行動規範」及び「流通経済大学における職員の行動規範」

　

就業規則：「学校法人日通学園就業規則」

　

内部監査規程：「学校法人日通学園内部監査規程」

　

研究費等：文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金

及び学外から給付を受けた研究費、助成金並びに補助金等で、本学により機関管理を行うもの

　

事務処理手続：研究費等の事務処理手続

　

構成員：本学に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、及びその他関連する者

　

ルール：学校法人日通学園及び本学が規定する取決め

　

（別表）

流通経済大学公的研究費不正防止計画書

項目 不正発生要因 対応する防止計画 推

進

部

署

責任体系

の明確化

責任の所在が不明瞭

時間が経過することにより、責任意識が低下

する。

①最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推

進責任者を置き、その役割、責任の所在、責任の範囲及び

権限を明確にする。学部長会議等において、随時、各責任

者に対し責任体系、役割、責任及び権限の理解を促し、意

識の向上を図る。また、責任者の異動に際しては引継ぎ等

を明確に行い、責任意識の低下を防止する。

②インターネット等を通じて責任体系を学内外に周知及び公

表していく。（「基本方針」第3条～第6条、「ガイドライ

ン」）

研

究

支

援

課

適切な運

営・管理

の基盤と

構成員が、自らのどのような行為が不正に当

たるかについての理解が乏しく、不正防止に

対する意識が低い

①構成員に、コンプライアンス教育を実施し、受講状況及び

理解度を把握する。

研

究

支



なる環境

の整備

②コンプライアンス教育の内容は定期的に見直し、効果的で

実効性のあるものにする。

③構成員に対し、前項の内容を遵守する義務があることを理

解させ、意識の浸透を図るために、誓約書等の提出を求め

る。

④不正根絶に向けた啓発活動を定期的に実施し、構成員の意

識の向上と浸透を図り、不正を起こさせない組織風土を形

成する。

⑤構成員に対する行動規範を策定する。（「基本方針」第9

条、「不正防止等に関する規程」、「行動規範」「ガイド

ライン」）

援

課

ルールと実態の乖離

決裁手続が複雑で責任の所在が不明確

①事務処理手続に関するルールに問題がないか、モニタリン

グにより検証する。

②事務処理手続に関するルールについて、常に見直しを行い

明確かつ統一的な運用を図る。

③公的研究費の使用及び事務処理手続に関するルールの全体

像を体系化し、構成員にわかりやすい形で周知する。「公

的研究費の適正使用に関するガイドブック」については、

各学部教授会に配付し、各学部選出の研究支援センター運

営委員より説明する。事務職員に対しては、管理職に配付

すると共に、科研費取扱説明会で説明し、周知する。

（「基本方針」第7条、「事務取扱要領」）

職務権限が不明瞭 ①構成員の権限と責任を明確に定めて、理解を共有する。

（「基本方針」第8条、「事務取扱要領」）

告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程

の整備等が不十分

①研究費等の不正使用に関し、学内外からの告発及び相談を

受付ける窓口を設置する。

②前項の窓口の運営に当たっては、通報者等を保護する方策

を講じる。

③不正に係る情報が、窓口の担当者等から迅速かつ確実に最

高管理責任者に伝わる体制を構築する。

④不正に係る調査の体制・手続等を明確に示した規程等を定

める。

⑤懲戒の種類及びその適用に必要な手続きを明確に示した規

程等を定める。（「基本方針第10条、「不正防止等に関す

る規程」、「就業規則」）

研究費等

の適正な

運営と管

理活動

研究費等が国民の税金その他多方面からの支

援により成り立っていることへの認識欠如、

その目的に沿った使用及び説明責任を果たす

べく適正な機関管理がなされていない。取引

に対するチェックが不十分（発注した当事者

以外の者による取引記録の管理や業者の選定

情報の管理が不十分）。

①予算執行状況の検証を行う（当初計画との比較、予算執行

の特定な時期への偏り、業者に対する未払いの発生等）。

②発注段階で支出財源を特定するよう、科研費取扱説明会、

コンプライアンス研修会等での指導・注意喚起を行う。

③不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定

め、不正対策に関する方針及びルール等を、周知徹底する

とともに、業者に対し誓約書等の提出を求める。

④発注した当事者以外の者が検収を行う体制を堅持し、リス

ク等を考慮しつつ、抽出方法・割合等を適正に定め、定期

的に抽出し、事後確認を実施する。

⑤特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテ

ンツ開発・作成、機器の保守・点検など、）に関する検収

について、実効性のある明確なルールを定める。

⑥非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、雇

用した当時者以外の者が行う。

⑦換金性の高い物品については、納品時に物品の情報及び保

管場所を記録し適切に管理する。

⑧研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・確認で

きる体制とする。（「ガイドライン」）

研

究

支

援

課



学内外へ

の情報発

信と情報

共有化の

推進

研究費等の不正防止に関わる取組が外部公表

されておらず情報の共有がなされていない。

事務処理手続に関する学内外からの相談を受付ける窓口を設

置する。（「基本方針第14条」）

研

究

支

援

課

モニタリ

ングと監

査の在り

方

モニタリングと監査の果たす役割が、関係者

に十分理解されていない。また、モニタリン

グが形骸化している。

①統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者は、研究

費等がルールに基づき適正に執行されているかどうかを継

続的に監視・監督していくとともに不正防止計画の定期的

な見直しを行う。

②統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者は、日常

のチェック活動により得た情報を研究者にフィードバック

させていく。

③内部監査室は、統括管理責任者およびコンプライアンス推

進責任者のモニタリングが機能しているかをチェックす

る。

④内部監査の実施に当たっては、専門的知識を有する者を活

用して内部監査の質の向上を図る。

⑤内部監査室は、機関内ルールに改善すべき点はないかを検

証する。

⑥内部監査の結果については、コンプライアンス教育及び啓

発活動にも活用し、リスク回避を図る。

（「基本方針第15条」、「内部監査規程」、「ガイドライ

ン」）

研

究

支

援

課

監

査

室

 

 

 

 

 

　

　

 公的研究費に係る研究活動誓約書[WORD]

　

 流通経済大学　学長　殿

　

公的研究費に係る研究活動誓約書

　

私は、公的研究費において研究活動を遂行するにあたり、下記の事項を誓約いたします。

記

　

１．流通経済大学及び配分機関が定めた関係諸規則（以下「関係諸規則等」という。）を理解し、これを遵守します。

　

２．公的研究費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、関係諸規則等に従い、公的研究費を適正かつ効率的

に使用いたします。

　

３．科学研究における不正行為は、科学を冒涜し、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることを

認識し、研究において不正行為を行いません。

　

４．流通経済大学が指定する、研究活動に関するコンプライアンス教育及び研究倫理教育を受講し、研究における不正行

為、研究費の不正使用を行いません。

　

５．関係諸規則に違反し、不正行為を行った場合、流通経済大学及び配分機関における処分及び法的な責任を負います。

　

以上

　

誓約日： 　　 　年　　 月　　 日

　



所属（学部・学科）：　　　　　　　　　　　　

　

氏名（自署）：　　　　　　　　　　　　

　


